
再犯防止のための緊急的対策の実施について

① 警察との出所情報の共有

実施○ 子供を対象とする暴力的性犯罪者の出所者情報 平成１７年６月から

（平成１８年５月末日現在）情報提供者数 169名

実施○ 凶悪重大犯罪者等の出所者情報 平成１７年９月から

（平成１８年６月１日現在）情報提供者数 約21,000名

実施○ 保護観察中の所在不明者情報 平成１７年１２月から

（平成１８年３月末現在）警察からの連絡により所在が判明 164名

② 対象者の処遇

実施○ 性犯罪者に対する処遇プログラムの実施 平成１８年度から

プログラム受講の必要性が認められる受刑者及び保護観察対象者に対し，受講

を義務づける。

○ 更生のための多角的な刑務作業

農林水産省 ： 実施四季を感じ大地に親しむ農作業の活用 と協力支援体制を構築 平成１７年４月から

③ 就労支援

有職者・無職者別の保護観察期間中の再犯率（平成１６年）

４０．４％無職

７．１％有職

⇒ 就職の有無により再犯率に大きな較差

厚生労働省 ： 実施⇒ 刑務所出所者等総合的就労支援対策 平成１７年８月 平成１８年度からと合意

刑務所出所者等の生活基盤整備及び就労支援を矯正機関・更生保護機関と職

業安定機関との連携体制の強化によって促進する。
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